
個人情報開示請求手続きのご案内 

Verbatim Japan株式会社 
個人情報保護事務局 

「個人情報開示等請求書」に記入の上、本人確認書類を同封の上、下記住所にご郵送下さい。 
ご請求に対する回答書を「本人限定受取郵便」にて送付いたします。 

「個人情報開示等請求書」送付先 
〒101-0048　東京都千代田区神田司町2-15-4　第二進盛ビル5階 
Verbatim Japan株式会社　個人情報保護事務局　行 

＜本人確認について＞ 
　ご本人からの請求であることを確認させていただくため、以下の条件を満たすいずれかの本人
確認書類をご送付下さい。「個人情報開示等請求書」受領後、ご本人確認のため、お電話させて
頂きます。 

　なお、次に掲げる事項に該当する場合、ご要望に応じられない場合がありますので予めご了承
下さい。 
1. ご本人または正当な代理人であることが確認できない場合 
2. 弊社の保有個人データに該当しない個人情報に関して開示、訂正、追加、削除、利用停止等の
ご請求をされた場合 

3. 弊社が保有個人データを開示することによって、ご本人または第三者の生命・財産・身体その
他の権利利益を害する恐れがある場合 

4. 弊社が保有個人データを開示することによって、弊社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼ
す恐れがある場合 

5. 弊社が保有個人データを開示することによって、他の法令に違反することとなる場合 
6. 弊社の保有個人データに関して訂正、追加等のご請求をされた場合に、利用目的からして訂正
等が必要ない場合やご要求が事実とは相違する場合 

7. 弊社の保有個人データに関して削除、利用停止等（以下、利用停止等といいます）のご請求を
された場合に弊社の手続き上の違反が認められない場合 

8. 弊社の保有個人データに関して利用停止等のご請求をされた場合に、利用停止等を行うことが
困難な場合であってかつ代替手段によりご本人の権利利益を保護し得る場合

本人確認書類 条件

運転免許証の写し

有効期限内のもので、各都道府県公安委員会発行のもの（国際運転免許証
は除く） 
＊住所変更等、「裏面」のコピーも必要です 
＊本籍部分は、読み取りできないよう加工して下さい

旅券（パスポートの写し）
日本国内で発行されたもので、顔写真のページと所持者記入欄（氏名・住
所などの記入箇所）の両方のコピーが必要です。有効期限内のもので、現
住所が記入されているもの

住民基本台帳カードの写し 有効期限内のもので、現住所が記入されているもの

各種健康保険証の写し 有効期限内のもので、現住所が記入されているもの

住民票 発行日より3ヶ月以内で、現住所が記載されているもの


